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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年３月６日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、関係

情報を新たな情報により訂正し、また記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本

訂正届出書を提出するものです。

Ⅱ【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(４)【発行（売出）価格】

＜訂正前＞

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

＜後略＞

＜訂正後＞

取得申込日の翌営業日の基準価額
※
とします。

＜後略＞

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(３)【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①ファンドの仕組み

＜前略＞
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＜中略＞

③委託者の概況

ａ．資本金（平成24年12月末日現在）

＜中略＞

ｃ．大株主の状況（平成24年12月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス
東京都千代田区丸の内１丁目５番１号 7,400株 100％

＜訂正後＞

①ファンドの仕組み

＜前略＞
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＜中略＞

③委託会社の概況

ａ．資本金（平成25年６月末日現在）

＜中略＞

ｃ．大株主の状況（平成25年６月末日現在）

氏名または名称 住　　　　所 所有株数 比率

（株）シンプレクス・ファイナン

シャル・ホールディングス
東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 7,400株 100％

２【投資方針】

(３)【運用体制】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞
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◆当ファンドの運用体制

①　投資政策委員会

投資政策委員会規程に基づき、運用手法、運用戦略の調査・研究を行ったうえで、国内外の経済・金

融情報および各国の市場等の調査・分析を行い、ファンド毎の運用手法・運用戦略を決定します。

②　運用本部

①で決定したファンド毎の運用手法、戦略及びリスク許容度に基づいて、運用本部は、運用計画を決

定します。

③　ファンド・マネージャー

運用計画に基づき、ファンド毎のガイドライン及び運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理

します。

④　トレーディング部門

ファンド・マネージャーから発注の指示を受け、事前にチェックを行ったうえで、最良執行の方針に

則り売買の執行を行います。

＊投資政策委員会の構成員は、15名程度、運用本部は、10名程度、トレーディング部門は、３名程度で構

成されています。

ファンド運用に関する社内規程等として、投資政策委員会規程、投資判断者服務規程、信用取引に係る社

内規則、債券の貸借取引等に係る業務規則、資金の借入れに係る業務規則、コールローンの取り手選定に

係る規則、外国為替予約に係る業務規則、有価証券先物取引等取扱規則、株式の貸付に係る社内規則及び

売買執行に関する基準（株式及び債券）等を設けて遵守すべき基本的な事項を定めています。
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ファンドの運用体制、規程等は平成25年６月末日現在のものであり、今後変更する場合があります。

(４)【分配方針】

＜訂正前＞

＜前略＞

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

ついて示唆、保証するものではありません。

＜後略＞

＜訂正後＞

＜前略＞

＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

＜後略＞

３【投資リスク】

＜訂正前＞

投資判断を行う前に、以下のリスクを慎重に検討しなければなりません。

・当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に株式の株

価や為替相場の変動等の影響を受けるため、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投

資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異

なります。

・当ファンドは、金融機関の預金あるいは保険特約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機

構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払

いの対象とはなりません。

・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目

的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

＜後略＞

＜訂正後＞

投資判断を行う前に、以下のリスクを慎重に検討しなければなりません。

・当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券は、主に株式の株

価や為替相場の変動等の影響を受けるため、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、投

資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異

なります。

・当ファンドは、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機

構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払

いの対象とはなりません。

・信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。取得申込者は、ファンドの投資目

的およびリスク要因を充分に認識することが求められます。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

＜後略＞
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(５)【課税上の取扱い】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

＜個人受益者の場合＞

① 受益権の売却時

受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して課税（下記の

表を参照）されます。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行なわれます

（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年12月31日までは、1年間の売却時の譲渡所得を含

む上場株式等の譲渡所得等の金額に対して軽減税率が適用されます。また、平成49年12月31日まで

は復興特別所得税が付加されます。

平成25年12月31日まで
10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

※差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等

（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。

② 収益分配金の受取り時

分配金は配当所得として課税（下記の表を参照）されます。（原則として、確定申告不要。なお、

確定申告により、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能。）ただし、平成

25年12月31日までは、1年間に受け取る収益分配金を含む上場株式等の配当等（5％以上保有の大

口個人株主等が受け取る配当等は除きます。）の場合は、軽減税率による源泉徴収が行なわれま

す。（原則として、確定申告不要）また、平成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年12月31日まで
10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）

③ 解約金の受取り時

解約時および償還時の差益（譲渡益）は譲渡所得として、差益（譲渡益）に対して課税（下記

の表を参照）されます。（申告分離課税の対象となり、確定申告が必要。）なお、「源泉徴収あり」

の特定口座については、源泉徴収が行なわれます（原則として、確定申告不要）。ただし、平成25年

12月31日までは、1年間の解約時および償還時の譲渡所得を含む上場株式等の譲渡所得等に対して

軽減税率が適用されます。また、平成49年12月31日までは復興特別所得税が付加されます。

平成25年12月31日まで
10.147％

（所得税7％　復興特別所得税0.147％　地方税3%）

平成26年1月1日から

平成49年12月31日まで

20.315％

（所得税15％　復興特別所得税0.315％　地方税5%）

平成50年1月1日以降
20％

（所得税15％　地方税5%）
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※解約時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。ま

た、解約時および償還時の差益（譲渡益）については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能で

す。

＜法人受益者の場合＞

① 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算

して課税されます。

② 解約金の受取り時

源泉徴収は行われません。通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と解約価額との差額につ

いて、他の法人所得と合算して課税されます。

③ 収益分配金の受取り時

源泉徴収税率については、平成25年12月31日までは7.147％（所得税のみ）、平成26年1月1日以降は

15.315％（所得税のみ）となります。

※収益分配金は益金不算入の対象となりません。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

以下は平成25年６月28日現在の運用状況であります。

（１）【投資状況】

種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 米国 1,557,332,303 99.90

親投資信託受益証券 日本 1,667,920 0.11

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） △159,954 △0.01

合計（純資産総額） 1,558,840,269 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（２）【投資資産】

　①【投資有価証券の主要銘柄】

　②【投資不動産物件】

　　該当なし

　③【その他投資資産の主要なもの】

　　該当なし

（３）【運用実績】

　①【純資産の推移】

計算期間・月末 純資産総額（円）
1口当たりの

純資産総額（円）

第１期 （平成22年12月6日）
分配付： 1,001,559,832分配付： 9,189

分配落： 1,001,559,832分配落： 9,189

第2期 （平成23年12月6日）
分配付： 995,618,937分配付： 9,134

分配落： 995,618,937分配落： 9,134

第3期 （平成24年12月6日）
分配付： 1,133,857,753分配付： 10,402

分配落： 1,133,857,753分配落： 10,402

平成24年６月末日 1,055,487,793 9,683
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平成24年７月末日 1,078,282,322 9,892

平成24年８月末日 1,079,194,509 9,901

平成24年９月末日 1,104,168,521 10,130

平成24年10月末日 1,101,038,951 10,101

平成24年11月末日 1,129,018,722 10,358

平成24年12月末日 1,196,439,506 10,977

平成25年１月末日 1,336,028,949 12,257

平成25年２月末日 1,373,441,690 12,600

平成25年３月末日 1,445,052,185 13,257

平成25年４月末日 1,527,083,151 14,010

平成25年５月末日 1,632,754,381 14,979

平成25年６月末日 1,558,840,269 14,301

　②【分配の推移】

　　　該当なし

③【収益率の推移】

計算期間 収益率

第1期

（自 平成21年12月７日

至 平成22年12月６日）

0.6％

第2期

（自 平成22年12月７日

至 平成23年12月６日）

△0.6％

第3期

（自 平成23年12月７日

至 平成24年12月６日）

13.9％

第4期中間

（自 平成24年12月７日

至 平成25年６月６日）

38.0％

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控

除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。

（参考）シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド

（１）投資状況

種類 国名 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 米国 1,554,455,651 99.82

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 2,880,501 0.18

合計（純資産総額） 1,557,336,152 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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（参考）ＳＡＭマネー・マザーファンド

（１）投資状況

種類 時価合計（円） 投資比率（％）

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） 1,667,998 100.00

合計（純資産総額） 1,667,998 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（４）【設定及び解約の実績】

期 設定口数 解約口数 発行済み口数

第１期 109,000 0 109,000

第2期 0 0 109,000

第3期 0 0 109,000

第4期中間 100,000 100,000 109,000

　　（注１）第１期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

　　（注２）上記数字はすべて本邦内における設定および解約の実績です。

（参考情報）運用実績（2013年６月28日現在）

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/43



EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/43



第３【ファンドの経理状況】

※原届出書「第二部 ファンド情報　第３ ファンドの経理状況　１ 財務諸表」の末尾に、以下の「中間財務諸

表」が追加されます。

＜追加＞

１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関

する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成24年12月７日

から平成25年６月６日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けており

ます。
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【中間財務諸表】

Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ　ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

当中間計算期間

平成25年６月６日現在

資産の部

流動資産

預金 227,572

コール・ローン 14,765

投資信託受益証券 1,562,290,256

親投資信託受益証券 4,607,397

流動資産合計 1,567,139,990

資産合計 1,567,139,990

負債の部

流動負債

未払受託者報酬 410,523

未払委託者報酬 820,976

その他未払費用 1,652,742

流動負債合計 2,884,241

負債合計 2,884,241

純資産の部

元本等

元本 995,715,000

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） 568,540,749

（分配準備積立金） 1,056,922

元本等合計 1,564,255,749

純資産合計 1,564,255,749

負債純資産合計 1,567,139,990
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

当中間計算期間

自　平成24年12月７日

至　平成25年６月６日

営業収益

受取配当金 6,886,495

受取利息 17,154

有価証券売買等損益 206,991,117

為替差損益 324,469,753

営業収益合計 538,364,519

営業費用

受託者報酬 410,523

委託者報酬 820,976

その他費用 1,735,024

営業費用合計 2,966,523

営業利益又は営業損失（△） 535,397,996

経常利益又は経常損失（△） 535,397,996

中間純利益又は中間純損失（△） 535,397,996

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解

約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
－

期首剰余金又は期首欠損金（△） 138,142,753

剰余金増加額又は欠損金減少額 393,300,000

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
－

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少

額
393,300,000

剰余金減少額又は欠損金増加額 498,300,000

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
498,300,000

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加

額
－

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 568,540,749
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(３)【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及

び評価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2. その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建取引等の処理基準

外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理

府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分
第3期

（平成24年12月6日現在）

当中間計算期間末

（平成25年6月6日現在）

※1　信託財産にかかる期

首元本額、期中追加設

定元本額及び期中解

約元本額

期首元本額 995,715,000円期首元本額 995,715,000円

期中追加設定元本額 0円期中追加設定元本額 913,500,000円

期中解約元本額 0円 期中解約元本額 913,500,000円

※2　中間計算期間末日に

おける受益権の総数
109,000口 109,000口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間

（自 平成23年12月７日

至 平成24年６月６日）

当中間計算期間

（自 平成24年12月７日

至 平成25年６月６日）

※１.その他費用の内訳

主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用等であ

ります。

※１.その他費用の内訳

主に印刷費用、上場関連費用及び監査費用等であ

ります。

（金融商品に関する注記）

　金融商品の時価等に関する事項

項　目
第3期

（平成24年12月6日現在）

当中間計算期間末

（平成25年6月6日現在）

1.中間貸借対照表計

上額、時価及びその

差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上

しているためその差額はありません。

中間貸借対照表計上額は中間期末の時

価で計上しているためその差額はありま

せん。
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2.時価の算定方法 （1）有価証券

「注記表（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）」に記載しており

ます。

（2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

（3）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コール・ロー

ン等）は、短期間で決済され、時価は

帳簿価額と近似していることから、当

該金融商品の帳簿価額を時価として

おります。

（1）有価証券

「中間注記表（重要な会計方針に係

る事項に関する注記）」に記載して

おります。

（2）デリバティブ取引

同左

（3）上記以外の金融商品

同左

3.金融商品の時価等

に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく

価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算出された価額が含まれておりま

す。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。

　同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

第3期

（平成24年12月6日現在）

当中間計算期間末

（平成25年6月6日現在）

１口当たりの純資産額 10,402円 １口当たりの純資産額 14,351円

（参考）

　当ファンドは「シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド」および

「ＳＡＭマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上

された「投資信託受益証券」は、シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・

ファンドの受益証券、「親投資信託受益証券」は、ＳＡＭマネー・マザーファンドの受益証券でありま

す。

尚、同投資信託の状況は以下の通りであります。

「シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド」の状況

　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

同投資信託はケイマン籍の米ドル建外国投資信託であります。同投資信託の財務書類は現地において一
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般に構成妥当と認められる会計原則に準拠して作成されております。 

同投資信託の「資産・負債計算書」は、委託会社がシティコープ インターナショナル リミテッドから

入手した財務書類の原文を一部翻訳したものであります。

資産・負債計算書

（単位：米ドル）

（平成24年12月5日現在） （平成25年6月5日現在）

区分 金額 金額

資産

株式（取得原価） 11,058,653.19 15,012,873.45

株式評価差損益 2,667,411.91 686,945.04

未収配当金 39,725.37 37,948.70

現金 16,365.00 14,212.01

前払登録費用 41.96 26,137.33

資産合計 13,782,197.43 15,778,116.53

負債

未払監査費用 22,191.91 13,020.00

未払受託者報酬 20,120.52 20,416.41

未払管理報酬 7,732.50 11,340.41

未払登録費用 - 260.52

負債合計 50,044.93 45,037.34

純資産 13,732,152.50 15,733,079.19

元本等

元本 11,029,000.00 11,055,000.00

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 2,703,152.50 4,678,079.19

元本等合計 13,732,152.50 15,733,079.19

純資産合計 13,732,152.50 15,733,079.19

負債純資産合計 13,782,197.43 15,778,116.53

　尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

「ＳＡＭマネー・マザーファンド」の状況

　尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表

（単位：円）

（平成24年12月6日現在） （平成25年6月6日現在）
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区分
注記

番号
金額 金額

資産の部

流動資産

コール・ローン 4,278,942 4,607,424

未収利息 6 6

流動資産合計 4,278,948 4,607,430

資産合計 4,278,948 4,607,430

純資産の部

元本等

元本
※1

※2
4,274,422 4,601,416

剰余金

剰余金又は欠損金（△） 4,526 6,014

元本等合計 4,278,948 4,607,430

純資産合計 4,278,948 4,607,430

負債純資産合計 4,278,948 4,607,430

（２）注記表

　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

　該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

（平成24年12月6日現在） （平成25年6月6日現在）

※1.期首 平成23年12月7日※1.期首 平成24年12月7日

期首元本額 2,198,133円期首元本額 4,274,422円

期首からの追加設定元本額 5,765,245円期首からの追加設定元本額 2,746,430円

期首からの解約元本額 3,688,956円期首からの解約元本額 2,419,436円

平成24年12月6日現在の元本の内訳（注） 平成25年6月6日現在の元本の内訳（注）

Simple-X NYダウ・ジョーンズ

・インデックス上場投信
4,274,422円

Simple-X NYダウ・ジョーンズ

・インデックス上場投信
4,601,416円

合計 4,274,422円合計 4,601,416円

※2.本報告書における開示対象

ファンドの計算期間末日にお

ける受益権の総数

4,274,422口

※2.本報告書における開示対象

ファンドの中間計算期間末日

における受益権の総数

4,601,416口

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

　金融商品の時価等に関する事項

項　目 （平成24年12月6日現在） （平成25年6月6日現在）
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1.貸借対照表計上額、

時価及びその差額

　貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

ているためその差額はありません。

同左

2.時価の算定方法 （1）有価証券

　　該当事項はありません。

（2）デリバティブ取引

　　該当事項はありません。

（3）上記以外の金融商品

　　上記以外の金融商品（コール・ローン

等）は、短期間で決済され、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該

金融商品の帳簿価額を時価としてお

ります。

同左

3.金融商品の時価等

に関する事項につ

いての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく

価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算出された価額が含まれております。

当該価額の算定においては一定の前提条

件等を採用しているため、異なる前提条件

等によった場合、当該価額が異なることも

あります。

同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

（平成24年12月6日現在） （平成25年6月6日現在）

１口当たりの純資産額　1.0011円

（１万口当たりの純資産額 10,011円）

１口当たりの純資産額　1.0013円

（１万口当たりの純資産額 10,013円）
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２【ファンドの現況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

【純資産額計算書】

平成25年6月28日現在

　　Ⅰ　資産総額 　　　　1,559,286,953円　

　　Ⅱ　負債総額 　　446,684円　

　　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,558,840,269円　

　　Ⅳ　発行口数 109,000口　

　　Ⅴ　1口当たりの純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 14,301円　
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第三部【委託会社等の情報】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等（平成25年６月末日現在）

資本金の額　　　　　　 370百万円

発行する株式の総数　　　12,000株

発行済株式総数　　　　　 7,400株

過去５年間における主な資本の額の増減　：　該当事項はありません。

２【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を

行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行ってい

ます。

平成25年６月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託の総ファンド数は57本であり、当該

ファンドの純資産総額の合計は205,190百万円です。

ファンドの種類 本数 純資産総額

追加型株式投資信託 41 177,370百万円

単位型株式投資信託 ８ 23,984百万円

単位型公社債投資信託 ８ 3,836百万円

合計 57 205,190百万円
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３【委託会社等の経理状況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）第２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令

第52号）により作成しております。

財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

２．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自平成24年４月１日　至平成

25年３月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

期別 前事業年度 当事業年度

（平成24年３月31日現在） （平成25年３月31日現在）

科目 金　　額 金　　額

（資産の部）

Ⅰ流動資産

１　現金・預金 1,027,027 2,073,597

２　前払費用 4,370 13,292

３　未収委託者報酬 97,659 145,129

４　未収運用受託報酬 190,524 425,043

５　その他 11,237 28,583

流動資産計 1,330,818 2,685,645

Ⅱ固定資産

１　有形固定資産 8,769 52,756

（１）建物付属設備 *1 6,199 *1 40,229

（２）器具備品 *1 2,569 *1 12,526

２　無形固定資産 1,390 1,108

（１）電話加入権 761 761

（２）ソフトウェア *2 343 *2 151

（３）協会基金 *2 285 *2 195

３　投資その他の資産 72,492 126,561

（１）投資有価証券 － 51,253

（２）出資金 10,000 10,000

（３）長期差入保証金 62,492 65,307

固定資産計 82,651 180,426

資産合計 1,413,469 2,866,071

（単位：千円）

期別 前事業年度 当事業年度

（平成24年３月31日現在） （平成25年３月31日現在）

科目 金　　額 金　　額

（負債の部）

Ⅰ流動負債

１　預り金 15,913 18,663

２　未払金 198,875 412,419

３　関係会社未払金 18,174 3,497
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４　未払費用 11,788 20,037

５　未払法人税等 65,501 485,028

６　未払消費税等 21,472 56,672

７　前受金 3,137 5,124

流動負債計 334,863 1,001,444

Ⅱ固定負債

１　長期未払金 － 18,978

２　資産除去債務 16,709 23,265

３　繰延税金負債 1,811 3,504

固定負債計 18,521 45,749

負債合計 353,384 1,047,193

（純資産の部）

Ⅰ株主資本

１　資本金 370,000 370,000

２　利益剰余金

（１）利益準備金 19,980 19,980

（２）その他利益剰余金

繰越利益剰余金 670,105 1,428,898

利益剰余金計 690,085 1,448,878

株主資本計 1,060,085 1,818,878

純資産合計 1,060,085 1,818,878

負債・純資産合計 1,413,469 2,866,071

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

期別 前事業年度 当事業年度

（自 平成23年４月１日 （自 平成24年４月１日

至 平成24年３月31日） 至 平成25年３月31日）

科目 金　　額 金　　額

Ⅰ営業収益

１　委託者報酬 1,130,901 2,424,954

２　運用受託報酬 272,809 609,011

３　その他営業収益 57 1,403,769 149 3,034,115

Ⅱ営業費用

１　支払手数料 99,020 75,872

２　調査費
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（１）調査費 21,927 22,076

（２）委託調査費 144,711 460,835

３　委託計算費 40,326 61,804

４　通信費 7,348 313,334 6,345 626,934

Ⅲ一般管理費

１　給料

（１）役員報酬 *2 271,316 *2 306,666

（２）給料・手当 223,712 236,238

（３）賞与・退職金等 156,023 366,350

２　交際費 3,285 3,711

３　旅費交通費 16,092 13,678

４　業務事務委託費 18,866 15,499

５　租税公課 4,986 11,439

６　不動産賃借料 85,124 99,051

７　固定資産減価償却費 3,839 8,417

８　諸経費 *1 87,504 870,750*1 85,345 1,146,399

営業利益 219,683 1,260,781

Ⅳ営業外収益

１　受取利息 82 154

２　為替差益 － 29,376

３　受取配当金 － 1,350

４　その他の営業外収益 342 424 686 31,567

Ⅴ営業外費用

１　支払利息 32 －

２　為替差損 130 －

３　その他の営業外費用 － 162 16 16

経常利益 219,944 1,292,332

Ⅵ特別損失

１　固定資産除却損 101 101*1 8,814 8,814

税引前当期純利益 219,843 1,283,517

法人税、住民税及び事業税 93,369 523,032

法人税等調整額 △716 92,653 1,692 524,725

当期純利益 127,190 758,792

（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

期　別 前事業年度 当事業年度

（自 平成23年４月１日 （自 平成24年４月１日

科　目 至 平成24年３月31日） 至 平成25年３月31日）
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株主資本

資本金

当期首残高 370,000 370,000

当期末残高 370,000 370,000

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 19,980 19,980

当期末残高 19,980 19,980

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 542,915 670,105

当期変動額

当期純利益 127,190 758,792

当期変動額合計 127,190 758,792

当期末残高 670,105 1,428,898

株主資本合計

当期首残高 932,895 1,060,085

当期変動額

当期純利益 127,190 758,792

当期変動額合計 127,190 758,792

当期末残高 1,060,085 1,818,878

純資産合計

当期首残高 932,895 1,060,085

当期変動額

当期純利益 127,190 758,792

当期変動額合計 127,190 758,792

当期末残高 1,060,085 1,818,878

次へ
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［重要な会計方針］

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物付属設備　８年～18年

器具備品　　　３年～15年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（3年又は5年）に基づく定

額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。但し、当事業年度の計上額はありません。

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

［会計方針の変更］

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

［注記事項］

（貸借対照表関係）

＊１有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）
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建物付属設備 12,196千円 16,398千円

器具備品 20,447千円 13,928千円

計 32,644千円 30,327千円

＊２無形固定資産償却累計額は以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）

ソフトウェア 2,309千円 2,500千円

協会基金 165千円 255千円

計 2,474千円 2,755千円

（損益計算書関係）

＊１関係会社との取引に係るものは、以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（自　平成23年４月１日 （自　平成24年４月１日

至　平成24年３月31日） 至　平成25年３月31日）

諸経費 3,487千円 1,860千円

固定資産除却損 － 7,954千円

＊２役員報酬の限度額は以下のとおりであります。

前事業年度 当事業年度

（自　平成23年４月１日 （自　平成24年４月１日

至　平成24年３月31日） 至　平成25年３月31日）

取締役 600,000千円 600,000千円

監査役 5,000千円 5,000千円

（株主資本変動計算書関係）

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：株）

EDINET提出書類

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社(E14415)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

29/43



当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 7,400 － － 7,400

合計 7,400 － － 7,400

（リース取引関係）

１．オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料

（単位：千円）

前事業年度

（平成24年３月31日）

当事業年度

（平成25年３月31日）

１年以内 63,643 60,661

１年超 79,785 212,314

合計 143,428 272,975

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に関する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用につい

ては、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧

客利益に反しない運用を行っています。

（２）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が運用を委託されている信託財産から回

収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少と判断しております。

投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、市場価格の変動リスクに晒されてお

ります。

出資金はファンド組成のために拠出した資金であり、減損リスクに晒されております。

長期差入保証金については、オフィスおよび社宅の敷金であります。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬と、営業債務である未払金及び関係会社未払金

は、すべて１年以内の支払期日であります。なお、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動し

ており、営業債権及び営業債務の流動性リスクは僅少と判断しております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク

営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅

少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高

照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。

②　減損リスク

当社は、出資金について、定期的に出資先の財務状態等をモニタリングしております。

③　流動性リスク

上記のとおり、営業債務の支払のタイミングは、営業債権とほぼ連動しており、営業債権及び営業債務の
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流動性リスクは僅少であります。

④　市場リスク

当社は、外貨建ての預金及び営業債権について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを

実施しております。また投資有価証券に関しては、定期的に時価や発行体（投資先企業）の財務状況等を

把握し、保有状況の継続的な見直しを行っております。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは含まれておりません。（注２）

前事業年度（平成24年３月31日） （単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金・預金 1,027,027 1,027,027 －

（２）未収委託者報酬 97,659 97,659 －

（３）未収運用受託報酬 190,524 190,524 －

（４）長期差入保証金 62,492 62,492 －

資産計 1,377,703 1,377,703 －

（１）未払金 198,875 198,875 －

（２）関係会社未払金 18,174 18,174 －

（３）未払法人税等 65,501 65,501 －

負債計 282,550 282,550 －

当事業年度（平成25年３月31日） （単位：千円）

貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）現金・預金 2,073,597 2,073,597 －

（２）未収委託者報酬 145,129 145,129 －

（３）未収運用受託報酬 425,043 425,043 －

（４）長期差入保証金 65,307 65,307 －

（５）投資有価証券

その他有価証券
51,253 51,253 －

資産計 2,760,331 2,760,331 －

（１）未払金 412,419 412,419 －

（２）関係会社未払金 3,497 3,497 －

（３）未払法人税等 485,028 485,028 －

負債計 900,946 900,946 －
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（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項

（資産）

（１）現金・預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

（４）長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、賃貸借契約の内容及び敷金の性質から帳簿価額にほぼ等しいため、

当該帳簿価額によっております。

（５）投資有価証券

投資有価証券は当社設定の投資信託であります。これらの時価は公表されている基準価格によっており

ます。

（負債）

（１）未払金、（２）関係会社未払金、（３）未払法人税等

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており

ます。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

出資金 10,000

上記については、市場価格がなくかつ将来キャッシュフローが約定されておらず、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

（注３）金融債権等の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年３月31日） （単位：千円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

（１）現金・預金 1,027,027 － － －

（２）未収委託者報酬 97,659 － － －

（３）未収運用受託報酬 190,524 － － －

（４）長期差入保証金 － 62,492 － －

合計 1,315,211 62,492 － －

当事業年度（平成25年３月31日） （単位：千円）

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

（１）現金・預金 2,073,597 － － －
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（２）未収委託者報酬 145,129 － － －

（３）未収運用受託報酬 425,043 － － －

（４）長期差入保証金 － 65,307 － －

（５）投資有価証券

その他有価証券
－ 51,253 － －

合計 2,643,770 116,561 － －

（注４）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成24年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（平成25年３月31日）

（単位：千円）

種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
投資信託受益証券 51,253 51,253 －

合計 51,253 51,253 －

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度 当事業年度

（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）

繰延税金資産

未払費用否認 4,619千円 5,916千円
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未払事業税 5,101千円 36,958千円

資産除去債務 5,948千円 8,291千円

繰延税金資産小計 15,669千円 51,167千円

評価性引当金 △15,669千円 △51,167千円

繰延税金資産合計 －千円 －千円

繰延税金負債

固定資産（除去費用） △1,811千円 △3,504千円

繰延税金負債合計 △1,811千円 △3,504千円

繰延税金負債の純額 △1,811千円 △3,504千円

２．法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

前事業年度 当事業年度

（平成24年３月31日） （平成25年３月31日）

法定実効税率 40.7％ 38.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％ 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 － 0.0％

住民税均等割 0.1％ 0.0％

評価性引当額 0.2％ 2.7％

その他 0.5％ 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.1％ 40.8％

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（１）当該資産除去債務の概要

オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

（２）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年半と見積り、割引率は0.56％から1.145％を使用して資産除去債務の金額

を計算しております。

（３）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度において、オフィス移転に伴い、資産の除去時点の見積りが延長され、また、新たな資産除去

時点における除去費用が固定資産取得時における見積額を超過する見込みであることが明らかになった

ため、変更前の資産除去債務残高に6,349千円加算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとお

りであります。
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前事業年度 当事業年度

期首残高 16,520千円 16,709千円

時の経過による調整額 189千円 207千円

見積りの変更による増加額 － 6,349千円

期末残高 16,709千円 23,265千円

（セグメント情報等）

セグメント情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

１　製品及びサービスごとの情報

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：千円）

投資信託 投資一任 その他 合計

外部顧客への売上高 1,130,901 272,809 57 1,403,769

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

（単位：千円）

投資信託 投資一任 その他 合計

外部顧客への売上高 2,424,954 609,011 149 3,034,115

２　地域ごとの情報

（１）売上高

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：千円）

日本 英国バージン諸島 その他 合計

1,234,189 146,929 22,650 1,403,769

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

（単位：千円）

日本 英国バージン諸島 その他 合計

2,517,883 497,869 18,362 3,034,115

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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３　主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：千円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

シンプレクス・グローバル・
インベストメンツ・リミテッド

146,929 投資運用・顧問業

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

（単位：千円）

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

シンプレクス・グローバル・
インベストメンツ・リミテッド

497,869 投資運用・顧問業

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社の報告セグメントは、「投資運用・顧問業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとののれんの償却及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

１．関連当事者との取引

（１）財務諸表提出会社の親会社等

前事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

㈱シンプレクス・
ファイナンシャル
・ホールディング
ス

東京都
千代田区

370,000
子会社
支配・管理

（被所有）
直接・
100％

持株会社形式の
子会社支配、
被支配
役員の兼任

事務所施設
の賃貸等

3,487
関係会社
未払金

18,174

当事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社

㈱シンプレクス・
ファイナンシャル
・ホールディング
ス

東京都
千代田区

370,000
子会社
支配・管理

（被所有）
直接・
100％

持株会社形式の
子会社支配、
被支配

役員の兼任

事務所施設
の賃貸等

固定資産除却
損

の当社負担分

1,860

7,954
関係会社
未払金

3,497
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（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

（２）財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

（３）財務諸表提出会社の子会社等

該当事項はありません。

（４）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

前事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・グ
ローバル・インベ
ストメンツ・リミ
テッド

英国領
バージン
諸島

50万
米ドル

投資運用業 －
投資一任契約

役員の兼任

運用受託
報酬
(注1)

146,929
未収運用
受託報酬 163,268

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・ア
セット・マネジメ
ント・(香港)・カ
ンパニー・リミ
テッド

香港
50万
香港ドル

投資信託
事務委託業

－
事務協力関係

役員の兼任

委託
調査費 9,060

未収金

未払金

289

2,027

当事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

種　類
会社等の
名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容又
は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・グ
ローバル・インベ
ストメンツ・リミ
テッド

英国領
バージン
諸島

50万
米ドル

投資運用業 －
投資一任契約

役員の兼任

運用受託
報酬
(注1)

497,869
未収運用
受託報酬

394,770

同一の
親会社
を持つ
会社

シンプレクス・ア
セット・マネジメ
ント・(香港)・カ
ンパニー・リミ
テッド

香港
50万
香港ドル

投資信託
事務委託業

－
事務協力関係

役員の兼任

委託調査費

事務委託費

7,344

7,152
未払金 3,990

（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

シンプレクス・グローバル・インベストメンツ・リミテッドとの投資顧問契約に基づき、予め定

められた料率で計算された金額の受取り及び支払いを行っております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には消費税等が含まれております。

２．親会社に関する注記

株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス　　　　非上場

（１株当たり情報）

前事業年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

当事業年度

（自　平成24年４月１日

至　平成25年３月31日）
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１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

143,254円79銭

17,187円90銭

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益金額

245,794円33銭

102,539円54銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記述しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため、記述しており

ません。

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

１株当たり純資産額

項目

前事業年度

（自　平成23年４月１日

至　平成24年３月31日）

当事業年度

（自　平成24年４月１日

至　平成25年３月31日）

当期純利益 127,190千円 758,792千円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純利益 127,190千円 758,792千円

期中平均株式数 7.4千株 7.4千株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

※原届出書を以下のとおり更新・訂正します。記載内容については更新訂正後の内容のみ記載しております。

＜更新・訂正後＞

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名称　　　　： 三井住友信託銀行株式会社

資本金の額　： 324,037百万円（平成25年３月末現在）

事業の内容　： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託受託会社

名称　　　　： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　： 51,000百万円（平成25年３月末現在）

事業の内容　： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理等）を行

います。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成25年３月末現在）
事業内容

シティグループ証券株式会社 96,307百万円金融商品取引法に定める

第一種金融商品取引業を

営んでいます。ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

当ファンドの受託者として信託財産の保管・管理を行います。なお、信託事務の一部につき、再信託

受託会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能

力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

（２）販売会社

当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務等を行います。

３【資本関係】

（１）受託会社

該当事項はありません。

（２）販売会社

該当事項はありません。
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成25年７月３日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

　　　　　　　あ　ら　た　監　査　法　人

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　和田　渉
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理

状況」に掲げられているSimple-X　NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信の平成24年12月７日から平

成25年６月６日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書

並び中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財

務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に

準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の

有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を

得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて

監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は

誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続

に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見

表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手

続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監

査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中

間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、Simple-X　NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信の平成25年６月６日現在の信託財

産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成24年12月７日から平成25年６月６日まで）の損益

の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に

は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。

（※） 中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

次へ
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

平成25年６月27日

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会　御中

　　　　有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　山 崎 慎 司　㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられているシンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成24年４月１日から平成25年３

月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会

計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、

当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び

適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表

示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社の平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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（注） 上記は、当社が独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

当社が別途保管しております。
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